
※いずれかの区分を１週間に１回使用できます。   ※１回あたり 1,000 円以上の支払いが対象です。 

※ただし利用期間中であっても発行予算上限に達し次第、終了します 

＜専用サイト＞ 

提供年月日 ：令和４年(2022 年) 10 月 11 日 

部 局 名：商工観光労働部 

所 属 名：商工政策課 

係 名：企画調整係 

担 当 者 名 ：大野木・北川・岡本・中村 

連絡先(内線)：077-528-3723（内線 3723） 

 

買って応援！使ってお得！滋賀を元気に！ 

しが割 の利用者登録を開始します！ 

 

県内の小売・サービス・飲食業のお店で利用できる電子割引券「しが割」の利用者登録を

10 月 11 日(火)より開始しますので、専用サイトから LINE 公式アカウントの友だち登録

をお願いします。 

 

事業の概要 

● 目 的：コロナ禍において、原油価格・物価高騰等の影響を受けている県内の中小・小規模事業

者を応援するため 

 

● 割引利用期間：令和４年 11月 14 日(月) ～ (最長) 令和５年２月 26日(日) 

 

● 参加事業者：県内で小売業・サービス業・飲食業の店舗を運営する中小・小規模事業者 

 

 
 

 

● 割引券発行総額：11 億 4,400 万円 

● 割引券の配信：毎週月曜日に LINE で配信（対象：専用 LINE アカウントを友だち登録された方） 

● 割引券の種類（最大割引率 30％）     ※ 最大割引額 3,000 円！ 

利用額 割引額 

1,000～1,999 円 300 円 

2,000～2,999 円 600 円 

3,000～4,999 円 900 円 

5,000～6,999 円 1,500 円 

7,000～9,999 円 2,100 円 

10,000 円以上 3,000 円 

 

● 「しが割」専用サイトはこちら→ https://www.knt.co.jp/ec/shigawari2022 

（県 政） 

 
記者発表資料 

＜対象となる例＞ 

飲食店、持ち帰り・配達飲食店、スーパー、飲食料品店、衣料・身の回り品扱店、化粧品店、バイク・自転車店、

書店、写真店、タクシー・運転代行、理美容・エステ・ネイルサービス・リラクゼーション店、銭湯・日帰り温泉 

入浴施設、クリーニング店、スポーツ施設（ゴルフ場、ボウリング場など）、カラオケ店 など 



 

スケジュール          

 令和４年 10 月 ３日(月) [参加店舗] 参加店舗募集開始  （現在、募集中:～10/21） 

 令和４年 10 月 11 日(火) [ 利用者 ] 専用 LINE 公式アカウント友だち登録開始 

 令和４年 11 月 14 日(月) しが割（電子割引券）配信開始・店舗での利用開始 

 令和５年 ２月 26 日(日)  しが割（電子割引券）利用終了 

 

利用者・登録店舗の使い方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問合せ先（コールセンター）のご案内 

 

コールセンター：０５７０－００２－０７８ (利用者専用) 

＜受付時間：午前９時 30分～午後５時 30 分 ※令和４年 11 月 13 日(日)までは平日のみ＞ 

 

 

 


